
河　川　一　時　使　用　届

 令和　　年　　月　　日

国土交通省　
浜田河川国道事務所　　　　　　　出張所長　殿

使用者 住　 所

氏　 名

担当者
連絡先

下記のとおり、河川敷地を使用します。

令和　　年　　月　　日　　時から 位置図

令和　　年　　月　　日　　時まで

氏名

＊ テント等の施設を設置する場合は、配置図を添付してください。
＊ 行事等による使用で企画書等を作成している場合は、参考資料として添付してください。
＊ 使用内容によっては占用許可が必要となる場合、使用を認めない場合があります。その際は届出書を
返却しますので改めて出張所と協議してください。

１.第三者に損害を与えた場合は責任をもって対処すること。

２.使用後は清掃、原状回復を行い、ゴミは持ち帰ること。

３.他の河川使用者、近隣住民への迷惑行為を行わないこと。

４.護岸等の河川施設を損傷した場合は、速やかに出張所へ
　連絡して指示に従うこと。なお、復旧に要する費用は使用
　者において負担すること。

５.気象情報等に十分注意すること。特に出水期間中（６月
　１５日～１０月２０日）は洪水に備えて設置物の撤去、
　避難の態勢を整えておくこと。

日　時

目　的

場　所

受  付  印  欄
　この届け出により河川敷地の優先的な使用、排他独占的な使
用を認めるものではありません。必要に応じて他の河川使用者
と調整を行い、理解を得て使用してください。
　なお、使用にあたっては以下の事項を遵守してください。

別図のとおり

緊急時
連絡先  ℡

備考

㎡名人　員 面　積


